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１ 管内の概況 
（１）  管内の状況 

管内は青森県の東南部に位置し、八戸市を中心とした太平洋側に面した平坦部と岩手県境に面した山 

間地帯からなっており、北は十和田市・三沢市、南は岩手県、西は秋田県と接している。八戸市を中心

に 1 市 6 町 1 村からなり、概ね東西 50～65km、南北 33km で面積は 1,346.84km2で県全体の 13.9%

である。地形は一般的に複雑で、地域の西部を奥羽山脈が走り、南部は北上山系の北端となるため、東

部の台地を除き起伏が大きく，地域のほぼ中央を馬淵川、新井田川が横切って太平洋に注いでいる。 

気象は、東北地方の北部に位置しているが、降雪量が非常に少なく日照時間が長いこと、また春から

夏にかけて冷涼な偏東風（やませ）が吹くことが特徴である。 

 

（２） 市町村別人口、面積及び人口密度 

管内の人口は、令和 3 年 10 月 1 日現在(県推計人口)306,816 人(男 146,813 人、女 160,003 人)で令和 

2 年国勢調査年の人口(307,306 人)に比べ減少している。  

人口を年齢別に見ると、年少人口(15 歳未満)の割合は 11.0％(青森県 10.4％)、老年人口(65 歳以上)の 

   割合は 33.0％(青森県 34.4％)である。 

計 男 女 人 口 ％ 人 口 ％

県 1,221,305 575,531 645,774 125,558 10.4 413,894 34.4 511,448 9,645.66 126.62

管内計 306,816 146,813 160,003 33,833 11.0 101,158 33.0 129,709 1,346.84 227.80

八戸市 221,150 105,651 115,499 25,023 11.4 69,879 31.8 95,926 305.56 723.75

おいらせ町 24,335 11,654 12,681 3,344 13.9 6,745 28.1 9,419 71.96 338.17

三戸町 8,833 4,170 4,663 767 8.7 3,764 42.9 3,512 151.79 58.19

五戸町 15,731 7,512 8,219 1,384 8.8 6,513 41.4 6,037 177.67 88.54

田子町 4,819 2,304 2,515 407 8.4 2,172 45.1 1,899 241.98 19.91

南部町 16,502 7,742 8,760 1,487 9.0 6,700 40.6 6,286 153.12 107.77

階上町 13,295 6,730 6,565 1,260 9.7 4,375 33.5 5,847 94.00 141.44

新郷村 2,151 1,050 1,101 161 7.5 1,100 51.1 783 150.77 14.27

市町村名

年 少 人 口

（15歳未満）

老 年 人 口

（65歳以上）
面  積

（km2）

人口密度

(1km2当)
世帯数

人          口

 
注）人口、年少人口、老年人口、世帯数： 

県統計分析課「青森県人口移動統計調査（年報）」（令和 3 年 10 月 1 日現在） 

※上記表における「年少人口割合」「老年人口割合」の数値は、県が別途公表している標記年報の数値

（第６表）と一部相違する。（標記年報では、「『上記「年少（老年）人口数』から『年齢不詳人口

数』を差し引いた数値」を使用して割合を計算しているため。） 

面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和 3 年 10 月 1 日現在） 

    人口密度：上記の人口を面積で除したもの 

 

  管内人口の推移(国勢調査年 10 月 1 日現在) 

 

年 
人口 年少人口(15 歳未満) 老年人口(65 歳以上) 

計 男 女 人口 ％ 人口 ％ 

平成 17 年 348,205 167,282 180,923 51,224 14.7 73,796 21.2 

平成 22 年 335,415 160,145 175,270 44,120 13.2 82,195 24.5 

平成 27 年 323,447 154,404 169,043 38,308 11.8 93,250 28.8 

令和 2 年 307,306 146,661 160,645 34,069 11.1 100,195 32.6 
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（３） 三八地域県民局地域健康福祉部管内図（人口分布） 

             令和 3 年 10 月 1 日現在        
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おいらせ町 

南部町 

24,335 人 

 

人 

 

15,731 人 

16,502 人 13,295 人 

人 

4,819 人 

2,151 人 

221,150 人 



  

- 4 - 

２ 機構図と分掌事務                   
（１） 組織機構図                                                

             令和４年 4 月 1 日現在 

（保健所長兼務） （非常勤事務員 2人含む）

（福祉総室長事務取扱） （非常勤事務員 1人含む）

（非常勤事務員 3人含む）

（嘱託医 2人含む）

（福祉事務所長兼務） （母子・父子自立支援員 1人含む）

（婦人相談員 1人含む）

（非常勤事務員 1人含む）

（就労支援相談員 1人含む）

（嘱託医 2人含む）

（医療扶助相談指導員 1人含む）

（児童相談所長兼務） （非常勤事務員 1人含む）

（嘱託医 1人含む）

（嘱託弁護士 1人含む）

（兼務保健師 1人(注２））

注) 1　 産（前）後休暇・育児休業中の職員を < > 内に別掲表記する。
注) 2　 保健総室との兼務職員のため、課員の合計には含めない。

地域健康福祉部長

福 祉 総 室 長

こど も相談総室長

（福祉調整課長
　　 事務取扱）

保 護 第 二 課

こ ど も 相 談 第 二 課 2２人<1人>

11人

12人

次 長

保 健 総 室 長

 8人

9人

 7人

17人＜1＞

保 護 第 一 課 10人

次 長 指 導 予 防 課

福 祉 調 整 課

こ ど も 相 談 第 一 課

生 活 衛 生 課

健 康 増 進 課
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（２） 分掌事務 

ア 保健総室 

指導予防課 

1 庶務に関すること 

2 部内の予算・決算・監査等に関すること  

3 病院、診療所、助産所、歯科技工所、衛生検査所及び施術所に関すること 

4 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法

士、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、衛

生検査技師、視能訓練士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄

養士及び調理師に関すること 

5 死体解剖保存に関すること 

6 薬局及び医薬品販売業に関すること 

7 毒物及び劇物に関すること 

8 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関すること 

9 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関すること 

10 感染症、結核、その他の疾病の予防に関すること 

11 診療エックス線に関すること 

12 予防接種に関すること 

13 石綿健康被害救済に関すること 

14 医師の臨床研修における地域保健研修に関すること 

15 地域保健に係る統計調査に関すること 

16 地域保健関係者研修に関すること  

 

生活衛生課 

1 食品衛生に関すること 

2 化製場に関すること 

3 旅館、公衆浴場及び興行場に関すること 

4 理容所及び美容所に関すること 

5 クリーニング業に関すること 

6 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること 

7 墓地及び埋葬に関すること 

8 建築物衛生に関すること 

9 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること 

10 水道に関すること 

11 井戸水等飲料水の改善に関すること 

12 温泉に関すること 

13  レジオネラ条例に関すること 

 

健康増進課 

1 健康づくりの推進に関すること 

2 精神保健及び精神障害者福祉に関すること 

3 母子保健に関すること 

4 栄養改善に関すること 

5 歯科保健に関すること 

6 難病対策に関すること 

7 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進に関すること 

8 自立支援医療（精神通院医療）に関すること 

9 指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成に関すること 

10 特定不妊治療費助成事業に関すること 

11 母体保護に関すること 

12 初任期・新任期保健師研修に関すること 

13 青森県新任等保健師育成支援事業に関すること 

14  管理栄養士の学生実習に関すること 

15  看護学生の実習に関すること   

16 地区組織・関係団体の育成支援に関すること 
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イ 福祉総室 

福祉調整課 

1 戦傷病者援護法に定める更生医療の給付並びに補装具の支給及び修理に関すること 

2 児童福祉法に定める助産の実施及び母子保護の実施に関すること 

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法において福祉事務所が行うこととされている業務に関すること 

4 配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に関すること 

5 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付及び償還に関すること 

6 民生委員・児童委員に関すること 

7 総室内の庶務に関すること 

8 災害の被害・救助状況報告に関すること 

9 日赤の地区事業に関すること 

 

保護第一課・保護第二課 

1 生活保護法に定める保護の措置に関すること 

2 生活困窮者自立支援制度に関すること 

3 社会福祉統計に関すること 

 

ウ こども相談総室 

こども相談第一課 

1 要保護児童の相談・調査・援助に関すること 

 （保健相談、障害相談を担当） 

2 障害児施設給付費支給決定事務に関すること  

3 庶務事務・経理事務に関すること 

 

 

こども相談第二課 

1 要保護児童の相談・調査・援助・措置に関すること 

  （養護相談、非行相談、育成相談等を担当） 

2 要保護児童の一時保護に関すること 

3 児童福祉施設入所に伴う費用徴収金の認定及び納入指導に関すること 

4 市町村における子ども家庭相談の支援に関すること 

5 児童福祉施設等の入所児童及び保護者の指導に関すること 

6 被虐待児フォローアップ事業に関すること 

7 心理判定及び心理治療に関すること 

8 福祉行政報告例に関すること 

9 里親に関すること 

10 里親会の育成支援に関すること 
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３ 各総室課別、職名別・職種別職員数 

（１） 各総室別、職名別職員数                                         令和 4 年 4 月 1 日現在 

      室・総室 

職名 
地 域 健 康 

福 祉 部 長 
保 健 総 室 福 祉 総 室 

こ ど も 

相 談 総 室 
合 計 

部 長 1    1 

総 室 長  1 注 1 1 2 

次 長  1 1  2 

総 括 主 幹  2 2 2 6  

課 長  1   1   

主 幹   6 4   6  16 

主 幹 専 門 員    1 1 

主 査   3<1>  4 1 8<1> 

主 任 専 門 員  1 2  3 

主 事  2 10    18<1> 30< 1 > 

技 師   12  （1）注 3 12 

専 門 員  1   1 

職 員 計 1 30<1> 23   29<1> 83< 2 > 

非 常 勤 事 務 員  6   1 1 8 

非 常 勤 嘱 託 員   4  4 

嘱 託 医  2 2 1 5 

非 常 勤 弁 護 士    1 1 

非 常 勤 職 員 等 計     8  7    3         18 

合 計 1 38<1> 30 32<1>     101 < 2> 

注 1 地域健康福祉部長が福祉総室長を兼務している。 

注 2 産（前）後休暇・育児休業中の職員を <  > 内に別掲表記している。 

注 3 保健総室との兼務職員のため、合計には含めない。  
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（２） 各総室課別、職名別・職種別・正職員数                  令和 4 年 4 月 1 日現在 

（ 産（前）後休暇・育児休業中の職員を <  > 内に別掲表記 ： 各総室共通 ） 

ア 保健総室 

管

理

職 

総

括

主

幹 

課

長 

主

幹 

主

査 

主 

任 

専 

門 

員 

主

事 

技

師 

専

門

員 

計 

職

名

別 

職

種

別 

医

師 

獣

医

師 

薬

剤

師 

診

療

放

射

線

技

師 

保

健

師 

栄

養

士 

事

務

職 所 属 

1     
 

  
 

1 総 室 長 1       

1     
 

  
 

1 次 長   1     

 1  2  
 

1 5 1 10 指導予防課   3 1 2  4 

 1  2 1 
 

 2 
 

6 生活衛生課  4 2     

  1 2 2<1> 1 1   5   12<1> 健康増進課     8<1> 1 3 

2 2 1 6 3<1> 1 2  12 1 30<1> 計 1 4 6 1 10<1> 1 7 

 

    

イ 福祉総室 

 

注 1 地域健康福祉部長が福祉総室長を兼務している。 

注 2 次長が福祉調整課長を兼務している。   

注 3  (  ) 内は福祉職 再掲  

管

理

職 

総

括

主

幹 

課

長 

主

幹 

主

査 
主

任

専

門

員 

主

事 

計 

職
名
別 

職
種
別 

事 務 職 

所 属 

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー 

一

般

事

務 

（注 1）1 
 

     1 総 室 長  1 

1 
 

     1 次 長  1 

 
 

（注 2） 1 2   2 5 福 祉 調 整 課  5 

 1  1  1 6 9 保 護 第 一 課 
9 

(1) 
 

 1  2  2  1 2 8 保 護 第 二 課 8  

2 2  4 4 2 10 24 計 
17 

(1) 

7 
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ウ こども相談総室 

 

注 1 保健総室との兼務職員のため、合計には含めない。  

管

理

職 

総

括

主

幹 

主

幹 

主

幹

専

門

員 

主

査 

主

事 

技

師 

計 

職
名
別 

職
種
別 

事 務 職 

所 属 

児

童

心

理

司 

児

童

福

祉

司 

相

談

員 
保 

 

健 
 

 

師 

一

般

事

務 

1       1 総 室 長    
 

1 

 1 2   3   6 
こども相談 

第一課 
1 3  

 
2 

 1 4   1  1 15<1> 
 (1) 

注 1 
22<1> 

こども相談 

第二課 
5 14<1> 3   

 (1) 

注 1 
 

1   2 6 1 1 18<1>   29<1> 計 6 17<1> 3    3 
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４ 令和 4 年度運営方針 
（１） 地域健康福祉部基本方針 

地域住民が健康で安心して暮らせる社会の実現に向け、地域保健・医療・福祉行政に関する広域的、 

専門的な総合拠点組織として、保健・医療・福祉サービスの総合的・一体的な提供体制構築の支援に努

め、効果的・効率的な健康福祉行政の推進を図る。 

 

（２） 各総室の基本方針 

保健総室 

ア 新興・再興感染症、食中毒、大規模な自然災害の発生等の健康危機に対する地域住民の不安が増大

していることから、これらに起因する事件・事故等への対応体制について、一層の充実を図る。 

イ 地域住民一人ひとりのヘルスリテラシー(健やか力)向上と生活習慣病予防に向けた環境づくりを推

進し、壮年期死亡の減少と健康寿命を延伸する。 

ウ 地域住民が安心して暮らせる地域づくりを推進するため、包括ケアシステムを推進する。 

福祉総室 

住民誰もが安心して自立した生活を営むことができる地域福祉を推進するため、実施体制のより一

層の充実を図り、所管する業務を円滑かつ適正に実施する。 

また、生活保護費の返納・費用徴収及び母子父子寡婦福祉資金の償還において、多額の収入未済が

あることから、その解消に向けた組織的な取組をより一層強化する。 

こども相談総室 

複雑・多様化している児童家庭相談に対して、管内市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ迅速

かつ適切な相談援助活動に努めるとともに、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する。 

このため、専門性の向上に努め、市町村支援の更なる充実及び関係機関との連携促進を図る。 

 

（３） 各総室重点目標及び具体的推進事項 

保健総室 

ア 健康危機管理機能等の充実 

（ア）関係機関・団体との情報交換や連絡会議の開催等による基本情報や危機管理意識の共有化 

（イ）感染症、食中毒、大規模な自然災害の発生等に備えた危機管理体制の整備及び訓練・研修の実施

等による職員の対応能力向上 

（ウ）医療・薬事・食品・生活衛生施設等に対する監視指導等による衛生対策の充実 

（エ）感染症及び食中毒発生時の的確かつ迅速な対応 

イ 健康づくりの推進 

（ア）職場単位で健康づくりに取り組む事業所の増加 

（イ）圏域内市町村のがん検診受診率向上に向けた啓発 

（ウ）「空気クリーン施設」の新規確保 

ウ 予防を重視した保健・医療・福祉包括ケアシステムの充実 

（ア）市町村及び精神科救急医療施設等関係者を対象に会議を開催し、精神障害者の救急医療システム

の充実を図る。 

（イ）関係者との難病患者支援に係る連携強化のために、難病対策地域協議会(難病支援者連絡会)を開

催する。 

（ウ）町村に対する子育て世代包括支援センター設置に向けた進捗確認及び支援を行う。 

（エ）町村が策定した自殺対策計画の進捗状況確認及び計画実施の支援等を行う。 
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福祉総室 

ア 生活保護業務等福祉業務の適正な実施 

（ア）生活保護業務の円滑かつ適正な実施 

（イ）被保護世帯に属する児童への積極的な進路支援による貧困の連鎖の防止 

（ウ）不正受給対策の推進と収入未済解消の推進 

イ 配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止等への取組の充実 

（ア）婦人相談員及び事務担当者による切れ目のない相談対応 

（イ）女性相談所及び警察署等関係機関との連携強化 

ウ 各法に係る収入未済の解消促進 

（ア）債権発生未然防止のための届出義務等の指導徹底 

（イ）債権が発生した場合の早期対応 

（ウ）年度の早い時期からの収入未済解消対策会議の開催等、納入指導推進に向けた所内体制の強化 

（エ）時効が完成した場合の速やかな不納欠損処理 

 

 

こども相談総室 

ア 子どもの安全確保を最優先とした相談援助活動の徹底 

（ア）日常的なスーパービジョンの実施とチーム対応の強化により組織的な対応と的確なリスクマネジメン

トを徹底 

（イ）訪問活動、ネットワーク会議等の積極的展開による市町村関係機関との連携強化と調査・援助内容の充

実 

イ 相談対応職員の専門性の向上 

（ア）職場内研修の実施や外部研修への参加による職員の資質向上の促進 

（イ）法的な問題についての弁護士等専門家への積極的相談 

ウ 市町村子ども家庭相談への支援強化 

（ア）市町村担当職員研修・巡回支援と個別ケースに係る技術的助言、調査依頼、市町村送致等を通した市町

村の相談対応力の向上促進  

（イ）要保護児童対策地域協議会が未開催となっている市町村に対する運営方法等についての具体的な助言や

情報提供、開催の働きかけ 

（ウ）市町村子ども家庭総合支援拠点の設置及び子育て世代包括支援センターと一体的な運営の働きかけ 

エ 児童福祉施設との連携強化 

（ア）施設等との連携による入所児童及び保護者に対する支援体制の強化 

（イ）施設等の状況に応じた被虐待児に対する治療プログラムによる援助、職員等の対応技術の向上のための

研修及びカンファレンス等の実施 

（ウ）青森県社会的養護自立支援事業（弘前愛成園受託）の積極的な活用による施設入所児童の自立促進 

オ 里親制度の積極的活用 

（ア）社会的養護における里親及びファミリーホームの優先 

（イ）里親養育包括支援機関との連携による里親制度の普及及び新規開拓を目的とした啓発活動の実施 

（ウ）里親養育包括支援機関との連携による里親の養育機能向上を目的とした研修の実施 

（エ）里親会活動への積極的支援 
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５ 令和４年度各総室行事予定表（主催・共催関係） 

 保健総室（実習・研修等） 保健総室（会議・事業等） 

4 月 

三八地域県民局地域健康福祉部新採用（新任）

職員等研修（20 日、23 日） 

 

健康増進保健事業費補助金ヒアリング 

難病相談・女性の健康相談（ 随時 ）      

精神保健福祉相談 ( 偶数月 ) 

療育相談 ( 年４回 ) 

有毒植物予防啓発 

食品衛生責任者講習会（年 16 回） 

 

5 月 

 世界禁煙デー（合同庁舎内放送） 

管内食生活改善推進員連絡協議会総会（17 日） 

 

6 月 

管理栄養士学生実習（２０日～２４日）中止 

 

大麻けし撲滅運動（～9 月） 

市町村巡回（市町村保健師活動意見交換会） 

青森薬物乱用防止指導員八戸地区協議会及び研

修会 

精神保健福祉企画会議（30 日） 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（6/20～7/19） 

食品衛生推進員講習会（30 日） 

第 1 回難病患者等訪問相談員連絡会 

食育の推進運動 

7 月 

 

 

 

食品、添加物等の夏期一斉取締り 

医薬品・医療機器等一斉監視指導（～２月） 

 

8 月 

 

 

 

食品衛生月間 

毒キノコ食中毒予防月間（～10 月） 

八戸地域保健医療圏保健所連絡会議 

 

9 月 

 

 

結核予防週間(24 日~30 日) 
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 福祉総室 こども相談総室 

4 月 

課長会議（毎月 1 回） 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付審査会（随時） 

三戸地方福祉事務所・八戸公共職業安定所・消費

者信用生活協同組合・三戸地域自立相談窓口定

期協議・支援調整会議（以降、毎月１回） 

こども相談第二課受理・判定・援助方針会議 

（～3 月、毎週水曜日） 

総室内定例会（毎月 1 回） 

要保護児童対策地域協議会・代表者会議 

（管内全市町村各 1 回程度） 

要保護児童対策地域協議会・実務者会議 

（管内全市町村で通年開催） 

被虐待児フォローアップ事業（～3 月） 

カウンセリング強化事業（～3 月） 

市町村巡回支援（～3 月） 

初任者研修 

5 月 

 施設入所児童情報交換会（～3 月） 

児童福祉週間（5/5～5/11） 

児童養護施設情報交換会 

 

6 月 

  

 

 

 

7 月 

 

 

施設入所児童訪問調査（～9 月） 

児童養護施設テーマ別研修（～２月） 

滞納者納入指導検討会議 

里親会レクリエーション 

8 月 

第１回生活保護関係収入未済解消対策会議 

長期入院・外来患者実態把握調査（～12 月） 

 

9 月 

社会福祉施設等入所者実態調査（～12 月） 

 

児童養護施設情報交換会 

 

  



  

- 14 - 

 

 保健総室（実習･研修等） 保健総室（事業・会議等） 

10 月 

 産直施設監視月間 

 

11 月 

地域保健関係者研修 

新任保健師研修 

ノロウイルス食中毒予防月間（～2 月） 

医療相談 

健康・栄養調査 

市町村健康づくり担当者会議  

 

 

12 月 

給食施設栄養管理指導事業（研修会） 食品、添加物等の年末一斉取締り 

世界エイズデー(1 日) 

第 6 回災害時対応研修 

母子保健担当者情報交換会 

令和４年度在宅医療・介護連携推進事業担当者

会議 

 

1 月 

 八戸地域保健医療推進協議会保健対策部会 

（地域・職域連携推進事業と併催） 

難病支援者連絡会 

特定給食施設等栄養管理巡回指導（～2 月） 

 

2 月 

新任保健師研修 八戸地域精神科救急医療システム連絡調整委員

会 

リーダー等保健師連絡会議 

栄養改善担当者連絡調整会議 

働く人の健康づくり推進事業全体会議 

市町村別地域・職域関係者連携会議 

母子保健ネットワーク会議 

三八地方保健協力員連絡会研修会 

第２回難病患者等訪問相談員連絡会 

3 月 
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 福祉総室 こども相談総室 

10 月 

 里親月間 

市町村児童家庭相談担当者研修会 

里親会研修会・座談会 

里親登録前研修 

里親基礎研修 

 

11 月 

 

 

 

児童虐待防止推進月間 

 

12 月 

県福祉事務所生活保護法施行事務指導監査  

1 月 

  

2 月 

第２回生活保護関係収入未済解消対策会議 

 

児童養護施設情報交換会 

3 月 

 滞納者納入指導検討会議 
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６ 令和４年度相談日程表等 
各総室において、電話や来所による相談に随時応じている。ただし、下記については相談日が決まって

いる。 

 

（１） 保健総室(三戸地方保健所) 

ア 検査や診断書を必要としない健康相談は随時受付する。 

イ 各種相談日程表 

月 

種別 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

受付 

時間 

担 当

医 等 
備 考 

精 神 保 健 

福 祉 相 談 
19  21  16  18  20  21  

13:30 

～ 

14:30 

深 澤

医 師 

田 名 部

医 師 

隔月 

第 3 

火 曜 日 

療 育 相 談  20   19   18   17  

9:30 

～ 

10:00 

大 城 

医 師 

年 4 回

第 3 

金 曜 日 

 

エイズ相談 25 23 

※6

  

27 

25 22 26 24 

※14 

 

28 

※12 23 27 ※13 

17:30 

～ 

18:45 

6 月 6 日、

11月28日

は 

13：30 

～ 

16：30 

保 健

所 長 

第 4 

月 曜 日 

※ は 

指 定 日 

結    核 

接触者健診 

6 

 

20 

※11 

 

※25 

※8 

 

※22 

6 

 

20 

3 

 

17 

7 

 

※28 

※12 

2 

 

※30 

※14 

 

21 

※11 

 

※25 

1 

 

15 

1 

 

15 

9:00 

～ 

11:00 

保 健

所 長 

第 1･3 

水 曜 日 

※ は 

指 定 日 

結 核 

ＱＦＴ検査 

6 

 

20 

※11 

 

※25 

※8 

 

※22 

6 

 

20 

3 

 

17 

7 

 

※28 

※12 

2 

 

※30 

※14 

 

21 

※11 

 

※25 

1 

 

15 

1 

 

15 

9:00 

～ 

11:00 

保 健

所 長 

第 1･3 

水 曜 日 

※ は 

指 定 日 

肝 炎 検 査 6 ※11 ※8 6 3 7 ※12 2 ※14 ※11 1 1 

11：00 

～ 

12：00 

保 健

所 長 

第 1 

水 曜 日 

※ は 

指 定 

日 

 

 

 

 
 


